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佐伯市分別収集計画 

令和７年１０月 

１ 計画策定の意義 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要があ

る。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行し

ていくことが重要である。 

一般廃棄物の処理は、焼却処理施設の「エコセンター番匠」、最終処分場の「佐伯一

般廃棄物最終処分場」「蒲江一般廃棄物最終処分場」で処理を行っており、ガス化溶融

炉やリサイクルプラザを整備した「エコセンター番匠」で選別後に溶融処理を行い、中

間処理後の残渣を減少させ埋立て処分量の削減に努めている。さらに最終処分場におい

ては、「エコセンター番匠」建設前まで「佐伯一般廃棄物最終処分場」の一部に埋め立

てていた一般廃棄物を「エコセンター番匠」において再処理することにより、最終処分

場の延命化を図っている状況である。 

しかしながら、ペットボトルを除くプラスチック製容器包装の取扱いについては、現

在、中間処理施設の熱源としてサーマルリサイクル＊を行っているが、今後も循環型社

会形成の動向を注視しながら、調査・検討を行っていく必要がある。 

また、「佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略」により示されている推計による

と、将来人口の減少が予測され、それに伴い市民から排出される廃棄物の量も減少が見

込まれるものの、やはり、更なる循環型社会の確立に向けた４Ｒ（リフューズ、リデュ

ース、リユース、リサイクル）の推進は避けて通れない課題となっている。 

本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（以下「法」という）第８条に基づいて一般廃棄物の大半を占める容器包装廃

棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の４Ｒを推進し、最終処分量の削減を

図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や具体的な推進方策を明らかにすると

ともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針

を示したものである。 

本計画の推進により、容器包装廃棄物の４Ｒ推進の取組を積極的に進め、循環型社会

の形成を目指すものである。 

＊「サーマルリサイクル」とは・・・廃棄物から熱エネルギーを回収して有効利用を行うこと。 

 

２ 基本的方向 

本計画を実施するにあたっての基本的方向を以下に示す。 

・容器包装廃棄物の発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用を基本とした資源循環型 

社会づくり 
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・快適な生活環境の確保と地域環境の保全 

・市民・事業者・行政が一体となった取組による環境負荷の低減 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８年４月を始期とする５年間とし、令和１０年度に見直

す。 

 

４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器

（無色、茶色、その他）、ダンボール及びペットボトルを対象とする。 

 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 

 

 

 

 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出を抑制するためには、市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの

立場から適切な役割を分担し、相互に協力・連携を図りながら、積極的な取組を促進する

ことが重要である。廃棄物の排出を抑制するための主な方策は以下のとおりである。 

 

(1) 排出抑制の推進 

ア レジ袋の削減とマイバッグの普及 

事業者及び関係団体と協働しレジ袋の削減の取組を進めるとともに、マイバッグ 

持参率の向上を図る。 

イ 過剰包装削減の取組 

市民は商品を購入する際、自発的に必要以上な包装を断り、また事業者は自主的 

に包装の簡素化を行う取組を推進する。 

ウ 生ごみに関する減量化の推進 

生ごみ処理容器（コンポスターやキエーロなど）購入者に対する補助金交付や、モ

ニターへの支給により排出抑制、ごみ減量化の意識付けを図る。 

 

(単位：ｔ）

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

容器包装廃棄物 6,462 6,391 6,349 6,277 6,244
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(2) 再使用、再資源化の推進 

ア “もったいねぇ“を合言葉にした再使用の推進 

“もったいねぇ”という言葉には物を大切にすることや壊れても修理して使うと 

いった気持ちが込められています。この言葉を合言葉に市報やケーブルテレビ等を 

活用した啓発活動を行い再使用（リユース）の推進を図る。 

イ リサイクル紙とる？（紙リサイクルの推進） 

ここ数年は紙類が「燃えるごみ」全体の４割程度を占めており、その紙類の中に 

はリサイクル可能な菓子箱等の「資源ごみ（その他の紙類）」が多く含まれている 

ため啓発活動を行い、リサイクルの推進を図っていく。 

 

(3) 環境教育及び啓発活動 

学校や地域社会の場における副読本等を活用した環境教育、リサイクルの取組やご 

み処理施設の見学会等あらゆる機会を活用し、市民、事業者に対して、ごみ排出量の 

増大、ごみ処理に要する経費の増加等ごみ処理の状況についての情報を提供し、認識 

を深めてもらう。さらに、ごみの排出抑制、分別排出、再使用、再生利用の意義及び 

効果、ごみの適切な出し方に関する教育啓発活動に積極的に取り組む。 

・市報やケーブルテレビ等を活用した啓発活動 

・各地区や団体等に対する出張講座活動 

・市内小学４年生の社会見学時における環境教育の推進 

・中学・高校生の職場体験時における環境教育の推進 

 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物 

の収集に係る分別の区分             （法第８条第２項第３号） 

最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案

し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。また、市民の協力

度、佐伯市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係る区分は、下表右欄のとお

りとする。

 

・無色のガラス製容器

・茶色のガラス製容器

・その他のガラス製容器

主としてダンボール製の容器
ダンボール（新聞・チラシ、その他の紙
類の３分別で排出、別収集）

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）
製の容器であって飲料、しょうゆ等を充て
んするためのもの

ペットボトル（ビン・カンと同一袋で排
出、同時収集）

収集に係る分別の区分分別収集する容器包装廃棄物の種類

主として
ガラス製
の容器

主としてスチール製の容器

主としてアルミ製の容器

カン（ビン・ペットボトルと同一袋で排
出、同時収集）

ビン（カン・ペットボトルと同一袋で排
出、同時収集）
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及 

び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の 

見込み                    （法第８条第２項第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及 

び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の 

見込みの算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

64,703 人

排出量(t)

スチール製容器 30.39

アルミ製容器 88.55

無色のガラス製容器 54.54

茶色のガラス製容器 92.47

その他のガラス製容器 31.06

ダンボール 293.53

ペットボトル 143.35 2.22

１人当たり(kg)

0.84

1.43

人口

0.47

1.37

0.48

4.54

＝直近年度（令和6年度）の特定分別基準適合物等の１人当たり排出実績
（①表）×推計人口（②表）

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定
する主務省令に定める物の量の見込み

　特定分別適合物排出量の実績

②

年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

人口 61,121 60,037 58,954 57,870 56,787

（単位：人）推計人口

※　推計人口・・・「佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口ビジョンによる。
（国立社会保障・人口問題研究所による推計を基に作成）
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項 

（法第８条第２項第５号） 

 

 分別収集の実施方法は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集に係る
分別の区分

収集・運搬
段階

選別・保管等段階

スチール製容器

アルミ製容器

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

・市（エコセンター番匠）

・民間業者

・市（エコセンター番匠）

カン
市の委託業者に

よる定期収集
・市（エコセンター番匠）

分別収集実務主体

金属

容器包装廃棄物の種類

ペット
ボトル

市の委託業者に
よる定期収集

・市（エコセンター番匠）ペットボトルプラスチック

紙類 ダンボール ダンボール
市の委託業者に

よる定期収集

ガラス ビン
市の委託業者に

よる定期収集
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

（法第８条第２項第６号） 

ビン・カン・ペットボトルについては、エコセンター番匠リサイクルプラザで選

別、圧縮・保管する。また、ダンボールについては、リサイクルプラザに直接搬入さ

れたものは、ストックヤードで保管するものとするが、定期収集されたものについて

は、民間業者へ直接搬入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理の段階

排出

収集・運搬

 分別収集する容
 器包装廃棄物の
 種類

収集に係る
分別の区分

収集容器 収集車 中間処理

 スチール製容器

 アルミ製容器

 無色のガラス製
 容器

 茶色のガラス製
 容器

 その他ののガラ
 ス製容器

 ダンボール ダンボール
容器なし（ひもなど
で十字に縛る。）

パッカー車
 ・民間業者
 ・資源ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

 ペットボトル ペットボトル 透明・半透明袋 パッカー車
ペットボトル
リサイクル棟

(選別・圧縮施設）

集積場所

収集車両

リサイクルプラザ

ストックヤード

処理の段階ごとの分別収集の用に供する施設の種類

選別・保管

仕　　　　様

市の指定した集積所

パッカー車

区　　　分

分別収集の用に供する施設整備計画

カン 透明・半透明袋 パッカー車
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

(

選
別
・
圧
縮
施
設

)

ビン 透明・半透明袋 パッカー車
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12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

(1) ４Ｒ推進普及啓発活動 

ア 市報掲載やケーブルテレビを活用した広報活動 

市報やケーブルテレビを活用し、随時ごみの減量、リサイクル及び分別方法に関す 

る情報を提供する。 

イ 出張講座等の開催 

ごみの減量化やリサイクル等のごみ問題について、一層の理解と関心を持ってもらう

ように、婦人会や老人会その他各種団体からの要請に応じて出張講座等を行う。 

また、市内小学４年生を対象にした社会見学や中学・高校生の職場体験時におい

て、ごみに対する意識の高揚に努める。 

 

(2) 廃棄物減量等推進審議会の活用 

市民や事業者の意見、要望を反映させ、容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率 

的に進めていくため、学識経験者、住民、小売事業者の代表者、廃棄物処理業者及び 

廃棄物再生事業者の代表者で構成された廃棄物減量等推進審議会を設置し、推進体制 

を整備する。 

 

(3) 市民、事業者、行政の役割 

循環型社会形成のためには、市民、事業者、行政が適切な役割分担の下でそれぞれ 

が積極的な取組を図ることが重要である。それぞれの役割を以下に示す。 

 

市民の役割 

● ごみの発生抑制を意識し、排出抑制に取り組むことによりごみを出さないライフ 

スタイルへの転換を図る。 

● 分別収集に積極的に協力し、再使用、再生利用に取り組むことにより資源の循環 

的な利用を促進する。 

 

 

事業者の役割 

● 事業活動に伴い発生するごみの排出者であることを自覚し、自らが発生源とな 

るごみの減量化、資源化等を行う。 

● ライフスタイルに配慮し、ごみになりにくく、リサイクルしやすい製品の製造・ 

販売を行う。 

● 市民、行政が行うごみの排出抑制やリサイクルの推進に対し認識を深める。 
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行政の役割 

● ごみの抑制や処理状況を的確に把握し、ごみの減量化やリサイクル等の推進、 

適正処理を行うためのプランを構築する。 

● 循環型社会の構築に向けた市民や事業所の自主的な取組の促進や情報提供など 

の支援を行う。 

● ごみに関する各種の情報を積極的に発信し、４Ｒ等の普及啓発活動に取り組む。 

 

 

(4) ＰＤＣＡサイクル 

毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認、記録し、３年後の計画改定時には、 

その記録を基に見直しを行うこととする。 

 

① 計画の策定・改訂 

（Plan） 

② 計画の実行 

（Do） 

④ 計画の見直し 

（Action） 

③ 計画の評価 

（Check） 


